
                          
（平成２１年４月１日より実施） 

 

受け取った医療機関・薬局へ         燃えるごみとして集積所へ 

返していただくもの                 出せるもの 
 

        取り扱いに注意を必要とするもの            ■ 針の付いていないチューブ・カテーテル 

                          ■ 輸液・蓄尿・ストーマ・ＣＡＰＤ・栄養剤などの各種バッグ類 

                                    ■ ガーゼ・脱脂綿など   ■  紙おむつ 

■ 注射針 ・注射器                                                 
   ■ 針付きのチューブ類など                      

  ※ 針付きのチューブは、針部分を切り取る                              

                               汚れがひどい場合は、すすいでください。（汚物はトイレに流す） 
                                     

          

                                        

中が見える容器に入れて                     在宅医療廃棄物をビニール袋などに入れ   

受け取った医療機関や薬局へ返して                市指定のごみ袋の中に入れて出してください。 

  ください。                                   
                                     ※ 量が多く、袋に入れて出すことが困難な方はご相談ください 

                

                                                            

    

 

 
     ● 安全装置付翼状針                         

                                                                 ● 注射筒              ● バッグ類：輸液・蓄尿・ストーマ・ＣＡＰＤ・                                        
                                 （ペン型自己注射カートリッジ） 栄養剤などの各種バッグ              

                         

                                         ● ペン型自己注射針 

     ● 血糖自己穿刺針（カバー付）     

 

                                         ● 経管栄養など注入器     ●チューブ類：吸引チューブ・輸液ライン・ 

   ● お問い合わせ先 三島市環境市民部生活環境課                  （針なし）        ＣＡＰＤチューブなど各種チューブ 

ＴＥＬ：９７１－８９９３ ＦＡＸ：９７１－８９９４       


